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第１５５回通常総会議事録 

 

 

１．日 時  令和５年７月１０日（月）１３時２８分～１４時３４分 

  

２．場 所  ウエディングプラザアラスカ ４階 「ダイヤモンド」 

 

３．出席会員 ３７名 

   青 森 県  弘 前 市  黒 石 市  五所川原市 

   十和田市  つがる市  平 川 市  平 内 町 

  外ヶ浜町  今 別 町  蓬 田 村  鰺ヶ沢町 

  深 浦 町  西目屋村  藤 崎 町  大 鰐 町 

   田舎館村  板 柳 町  中 泊 町  鶴 田 町 

   野辺地町  七 戸 町  六 戸 町  横 浜 町 

  東 北 町  おいらせ町  大 間 町  東 通 村 

  風間浦村  佐 井 村  三 戸 町  五 戸 町 

  田 子 町  南 部 町  階 上 町  新 郷 村 

  医師国保組合 

 

４．欠席会員 ５名 

   青 森 市  八 戸 市  三 沢 市  む つ 市 

  六ヶ所村 

 

５．出席常勤役員  常務理事 舛 甚  悟 

 

６．事務局  奈良事務局長外１３名 

 

７．提出議案 

（１）報告第１号  理事長専決処分事項報告の件 

（２）議案第１号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

事業報告の件 

（３）議案第２号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

一般会計決算の件 

（４）議案第３号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

          診療報酬審査支払特別会計決算の件 

（５）議案第４号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

職員退職手当特別会計決算の件 
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（６）議案第５号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

国保新聞等特別会計決算の件 

（７）議案第６号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

第三者行為損害賠償求償事務共同処理事業 

特別会計決算の件 

（８）議案第７号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

レセプト電算処理システム準備積立金 

特別会計決算の件 

（９）議案第８号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

介護保険事業関係業務特別会計決算の件 

（10）議案第９号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

障害者総合支援法関係業務等特別会計決算の件 

（11）議案第 10号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

          医師確保対策事業特別会計決算の件 

（12）議案第 11号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

          後期高齢者医療事業関係業務特別会計決算の件 

（13）議案第 12号  令和４年度青森県国民健康保険団体連合会 

          特定健康診査･特定保健指導等事業特別会計決算の件  

（14）議案第 13号  令和５年度青森県国民健康保険団体連合会 

一般会計補正予算（案）の件 

（15）議案第 14号  令和５年度青森県国民健康保険団体連合会 

          診療報酬審査支払特別会計補正予算（案）の件 

（16）議案第 15号  令和５年度青森県国民健康保険団体連合会 

          後期高齢者医療事業関係業務特別会計補正予算(案)の件  

（17）議案第 16号  令和５年度青森県国民健康保険団体連合会 

           医師確保対策事業特別会計補正予算（案）の件 

（18）議案第 17号  青森県国民健康保険団体連合会役員選任の件 

（19）議案第 18号  国保制度改善強化実行運動に関する決議文の件 
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瓜田総務課長補佐 

 

髙 理事長職務代行者 

奈 良 事 務 局 長 

 

 

議 長 

 

 

議      長 

 

 

 

議 長 

 

桑 田 監 事 

 

議 長 

 

 

 

 

 

奈 良 事 務 局 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第１５５回通常総会の開会を告げた。 

（とき：１３時２８分） 

 主催者挨拶。（要旨別紙） 

 議長の選出について、慣例に従い事務局から指名するこ

とに異議がないかを諮ったところ全員異議なく、南部町長 

工藤 祐直氏を選任した。 

 就任挨拶後、会員総数４２名のうち、本日の出席者は 

３７名で過半数に達したので、本総会は成立する旨を宣し

た。 

 議事録署名者は慣例に従い、議長から指名することの了

承を得て、蓬田村長 久慈 修一氏、三戸町長 松尾 和彦氏

の両名を指名し、会議日程を本日一日とすることにそれぞ

れ決定した。 

 先般行われた監査の結果について監事代表から報告を求

めた。 

 監事を代表して、監査結果について正当と認めた旨報告

した。 

 議案審議に入る旨を告げ、各議案とも要点のみの説明に

とどめるよう事務局に対し指示した。 

本総会の提出議案である報告事項１件、議決事項１８件

を一括上程し、これを適宜分割のうえ審議することの了承

を得て、報告第１号理事長専決処分事項報告の件について、

事務局の説明を求めた。 

 事務局長の奈良から説明したい。 

報告第１号理事長が専決した事項は、一般会計の補正予

算である。 

本会が県の要請を受け、医師確保対策として実施してい

る「医師修学資金支援事業」に対し、県から今年度新たに

事務費が交付されることとなったため、交付日までに予算

措置が必要となったことから、令和５年４月１７日に国保

法の規定により専決処分されたものである。 
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補正内容について、６頁の事項別明細で説明したい。 

県から事務費補助金を受け入れるため、歳入８款・県支

出金に３項・県補助金を新設し、１目・医師確保対策事業

補助金として２９５万７，０００円を追加し、歳出におい

て２款１項２目一般管理費に事務経費として同額を追加し

たものである。 

説明は以上である。 

 事務局の説明に対して質疑を徴したところ全員異議なく、

報告第１号は承認を得た旨宣した。 

 次に、議案第１号令和４年度事業報告の件について、事

務局の説明を求めた。 

 常務理事の舛甚である。 

 令和４年度の事業報告について説明したい。 

 ４年度の事業実施状況については、議案書に詳細に記載

しているため、課題となっている３項目について抜き出し

てご説明したい。 

 資料№１の１頁をご覧願いたい。 

 まず１点目の課題は、保険料水準の統一に向けた財政措

置の獲得である。 

 国保財政運営を都道府県化した平成３０年度の制度改革

において、国は毎年３，４００億円の公費投入で財政基盤

を支えるとともに、将来的に同一の都道府県内の加入者で

同じ所得水準・同じ世帯構成であれば、同じ保険料水準と

することを大きな目的とされたところである。 

 国は保険料水準統一の道筋をつけるため、国保事業費納

付金という仕組みを新たに導入するとともに、被保険者の

保険料負担が急激に増加することがないよう、激変緩和措

置を講じてきた。 

 中段の表をご覧願いたい。 

平成３０年度には全国総額の①国暫定公費が３００億円

交付されており、それだけでは不足していたため、②に記

載の１００億円を追加している。 
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 ①の国暫定公費は、令和元年度以降、毎年５０億円ずつ

削減し、②の国暫定公費追加分は令和２年度から毎年２０

億円ずつ削減することとされているため、いずれも今年度

をもって終了することとなる。 

 この国暫定公費が本県にいくら交付されたかを記載した

のが下表の③、④である。 

 平成３０年度には③の国暫定公費が約３億４，０００万

円、④の追加額が約１億１，０００万円交付されており、

この交付額は国保加入者数に応じて決まる。 

令和５年度の③国暫定公費は約５，５００万円、④の追

加額は約２，２００万円となっている。 

 ⑤の県特例基金繰入額は、国から交付された激変緩和措

置の全てを使っても伸び率が抑制できなかった際に基金を

取り崩して対応してきたものである。 

今後の対応として国は、今年度中に策定予定の「保険料

水準統一加速化プラン」により、取組を強力に推進するこ

ととしている。 

次に、点線の囲み部分である。 

この統一に向けた本県における取組だが、現行の青森県

国保運営方針では保険料水準の統一を実現するためのプロ

セスとして、令和７年度までに全市町村の保険料算定方式

を３方式へ統一すること、また、納付金の医療費指数反映

係数であるα（アルファ）を令和７年度には０（ゼロ）に

することなどが明記されている。 

なお、令和４年度において資産割を含めた４方式を採用

している県内市町村は２５市町村である。 

更には、今年度から新たにワーキンググループを設置し、

県と市町村、本会間において統一に向けた課題である保健

事業や地方単独事業、保険税収納率の差異の解消等を目的

とした協議が進められている。 

 今後の対応としては、赤線で囲んでいる部分だが、まず

は①として、激変緩和措置に代わる保険料水準の統一に向 
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けた新たな財政支援を国に働きかけていく必要があると考

えている。 

 ②としては、国が策定する「保険料水準統一加速化プラ

ン」を踏まえ、県に設置された新たなワーキンググループ

において、県や市町村とともに本県の実情に即した統一ま

での工程が策定されるよう協議していく必要がある。 

次に、２頁をご覧願いたい。 

課題の２点目は健康保険証の廃止に伴う対応である。 

 本年６月２日に成立した「マイナンバー法等の一部改正

法」により、マイナンバーカードと健康保険証を一体化す

るとともに、令和６年秋には健康保険証が廃止されること

となった。 

 ただし、マイナンバーカードを取得していない方や紛失

した方、また、更新中の被保険者から申請があった場合に

は、各医療保険者が保険証に代わる資格確認書を交付する

必要があるとされているが、現在国において、申請が無く

とも資格確認書を交付するプッシュ型についての検討がさ

れている。 

 本県における課題の１つ目として、本県の国民健康保険

の被保険者証は、様式や有効期間・更新時期等を県内で統

一してきたため、経過措置期間における保険証の取扱いや

資格確認書の交付方法について、県下統一的な対応が必要

であると考えている。 

 ２つ目は、保険税滞納者との納付相談の機会の確保が難

しくなるのではないかという点である。 

保険証の廃止に伴い「短期被保険者証」と「資格証明書」

の仕組みも廃止される。 

現在、多くの市町村では滞納者が短期被保険者証の交付

手続きのために来庁された機会を捉えて納付相談を行い、

保険料の確保に努めているので、収納率の低下を非常に懸

念している。 

 これらを踏まえ、今後の対応として、県と市町村、本会 
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小田切事業振興課長 

 

 

 

 

 

で対応を協議していくことはもとより、国に対して十分な

対策を講じるよう要請することとして「決議事項」に盛り

込んでいる。 

 課題の３点目は、国保総合システムの更改費用に係る国

庫補助の要望である。 

 国保制度等の基盤を支える極めて公共性の高い重要なイ

ンフラとして、全国の国保連合会が使用している国保総合

システムについては、国の方針に基づきクラウドサービス

の利用や社会保険診療報酬支払基金システムとの共同利用

など、２段階で更改を実施することとしている。 

 これに伴い、第１段階の開発経費が膨らみ、全国規模で

１００億円を超える財源不足が見込まれる事態となったた

め、知事会や市長会、町村会等、地方６団体の協力のもと、

国の責任で更改経費を負担するよう要望運動を展開してき

た。 

 その要望の結果であるが、令和４年度の当初予算に５４

億円、第２次補正予算に令和５年度分として５７億円が前

倒しで措置され、第１段階については一定の道筋がついた

ところである。 

 皆様方のご協力に感謝申し上げたい。 

 今後の対応としては、本更改は国の方針に基づくもので

あることから、第２段階の開発経費とその運用に係る経費

に対しても、財政支援を要請することとして「決議事項」

に盛り込んでいる。 

私からの説明は以上であるが、引き続き担当から具体的

な事業実施状況について説明させる。 

事業振興課長の小田切から引き続き、３頁以降の事業報

告関連資料について説明したい。 

１点目は、令和５年度分の保険者インセンティブ制度で

ある。 

まず、国保分の保険者努力支援制度だが、全国枠で競争 

配分される総額１，０００億円に加え、疾病予防・健康づ 
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くりをより強力に推進することを目的に令和２年度から増

額された５００億円が、今年度分は財務省からの指摘を受

け予算の執行状況を踏まえた結果、２００億円縮減された

ものの、財政安定化基金から８０億円充当し１，３８０億

円確保されている。 

下の表であるが、左側には「市町村分」、右側には「都道

府県分」の今年の評価指標を掲載している。 

 従来からの指標に大幅な変更はないが、令和５年度分か

ら新設された指標は朱書きで記載している。 

 また、黄色で網掛けしている部分が点数配分の高い項目

である。 

左側の市町村分「共通③」の「発症予防・重症化予防の

取組」、「共通⑥」の「後発医薬品に関する取組」、「保険税

の収納率」などの配点が高くなっている。 

右側の都道府県分だが、中段に記載の指標②「年齢調整

後の１人当たり医療費」、指標③「重症化予防、重複・多剤

投与者への取組」などの配点が高く設定されている。 

この都道府県分の指標①と②は、県内全市町村の合計で

評価されるもので、例えば一番上の指標にある特定健診の

受診率では県平均が６０％を超え、さらに、前年度から１％

アップしていること、また、保健指導は２％アップしてい

ること、この要件をクリアした時に満点の２５点が獲得で

きるというものである。 

達成できない時は、細分化されたものごとに全市町村の

取組状況の合計で配分されることになっている。 

 ４頁をご覧願いたい。 

「市町村分」と「都道府県分」を合わせた今年度交付さ

れる都道府県別の１人当たり交付額の速報値である。 

本県の１人当たり交付額は３，９３９円で、４年度に比

べ２１円高くなっているが、順位は２６位から３６位に下

がっている。 

 この交付金は、全国で競争配分されているのため、金額 
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が増えても他の都道府県の獲得状況により順位が下がる場

合もある。 

なお、本県の「都道府県分」の交付額が４年度に比べ約

３，４００万円低くなっており、これは５年度分から新設

された「重複・多剤投与者に対する取組」と「重複・多剤

投与者数の減少幅」が基準に満たなかったため、点数を獲

得できなかったことが影響しているものと思われる。 

 ５頁をご覧願いたい。 

 「市町村分」と「県分」を合わせた令和５年度の県内市

町村別の１人当たり交付額、次の６頁は県内市町村別の獲

得点数を項目毎にグラフ化したものであるので、参考にし

ていただきたい。 

上の囲み部分だが、インセンティブ機能を強化するため、

令和２年度分からマイナス評価が導入されているので、気

を付けて取り組んでいただきたい。 

 ７頁をご覧願いたい。 

 介護保険分のインセンティブ制度である。 

 「保険者機能強化推進交付金」と「保険者努力支援交付

金」の２つがあり、令和５年度分の「保険者機能強化推進

交付金」は、財務省から評価指標や配分基準が重複してい

るとの指摘を受けて評価指標が見直され、５０億円減の 

１５０億円に縮減されている。 

 下の表が新たな評価指標で、黄色の網掛けのとおり（５）

の「介護予防」、(７)の「要介護状態の維持・改善」の取組

に対する配点が高くなっている。 

８頁をご覧願いたい。 

市町村分の今年度交付される都道府県別１人当たり交付

額である。 

本県の１人当たり交付額は、右上の表に記載している 

９５６円で全国１３位、１人当たり交付額・順位ともに前

年度より少し下がっている。 

 交付額が減少した要因は、保険者機能強化推進交付金が、 
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５０億円縮減されたことが影響している。 

９頁は都道府県別の獲得点数で、本県は１３位となって

いる。 

１０頁をご覧願いたい。 

県内市町村別の獲得点数を掲載しているので、参考にし

ていただきたい。 

 １１頁をご覧願いたい。 

 ２点目は、各業務処理システムの管理・運用についてで

ある。 

 本会の基幹システムである国保総合システムを中心とし

た国保事務処理システムの連携図であり、多くのシステム

を管理・運用している。 

また、保険者、県、後期高齢者医療広域連合とは専用回

線で結び、様々な保険者事務支援の処理を行っているほか、

医療ＤＸの要であるオンライン資格確認等システムへのデ

ータ連携も行うなど、国保関連事務のインフラとして機能

しているため、更なる安定運営に努めて参りたい。 

 なお、朱書きの各システムは、現在、国の方針に沿って

更改作業を進めているものであるが、これについても市町

村事務に影響しないよう万全を期して取り組むこととして

いる。 

１２頁をご覧願いたい。 

３点目は医療費の支払状況である。 

グラフの右端が令和４年度の本県の医療費支払額であり、

国保と後期を合わせると２，５２３億円である。 

下の表は被保険者数であるが、青字の国保は非正規従業

員の社保適用の拡大や、団塊世代の後期高齢者医療制度へ

の移行などにより、大きく減少している。 

一方、赤字の後期高齢者は増加数が大きくなってきてい

るため、医療費の動向にも影響しているものと思われる。 

１３頁をご覧願いたい。 

４点目は、介護給付費等の支払状況である。 
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吉 田 深 浦 町 長 

制度がスタートした平成１２年度は、年間の支払額が 

５２０億円だったが、２３年目となった令和４年度では約

２．７倍の１，３８０億円で、制度開始以来初めて前年度

を下回った。 

これは、コロナの感染拡大で通所系サービスの利用控え

や、事業所側の受け入れ制限が影響したものと思われる。 

１４頁をご覧願いたい。 

最後の５点目は、障害介護給付費等の支払状況である。 

ご覧のとおり、黄色の障害者及び薄紫色の１８歳未満の

障害児分も年々増加している。 

以上、事業状況についてご報告したが、医療費適正化対

策など保険者インセンティブ制度において、各市町村が点

数を獲得できるよう県と連携し支援していくとともに、医

療や介護等の審査支払業務の適確な処理に引き続き努めて

参りたい。 

説明は以上である。 

 事務局の説明に対して質疑を徴した。 

 健康保険証の廃止に伴う対応であるが、今後短期被保険

者証や資格証明書が廃止されることとなる。 

 マイナンバーカードを医療機関の受付で提出した時に、

マイナンバーカードで受付できない要因に保険税の滞納が

含まれているのか。 

 含まれていない。 

 システムで受付できないのは、資格の紐づけがうまくい

っていないものである。 

 協会けんぽや健保組合等において、保険証の資格情報と

現在の資格情報がマッチングできていないためエラーとな

っているものがほとんどである。 

 市町村では住民基本台帳と突合し、本会に提供いただい

た資格情報をシステム連携しているためほぼ不一致はない

と国では認識されている。 

 保険税の滞納はあっても、マイナンバーカードで診療を 
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受けることができるということか。 

 そうである。 

 その分は国で負担するのか。 

 そうではない。 

 その辺が非常に曖昧であり、今後の課題であると感じて

いる。 

 滞納者への対応方針はまだ示されておらず、今のところ

は保険証を廃止してマイナンバーと紐づけできない方には

資格確認書を交付するというところまでしか議論がされて

いない状況である。 

質疑を徴したところ全員異議なく、議案第１号は原案ど

おり決定する旨宣した。 

 次に、決算関係を一括ご審議願いたい。 

 議案第２号令和４年度一般会計決算の件から第１２号令

和４年度特定健康診査・特定保健指導等事業特別会計決算

の件までの計１１件について、事務局の説明を求めた。 

 決算議案は１８０頁にも及ぶことから、資料№２で説明

したい。 

１頁をお開き願いたい。 

令和４年度の決算総括表である。 

 議案第２号から第１２号まで１１の会計の決算合計額は

一番下の欄で、②収入高４，４０４億５０８万７，７７２

円、③支出高４，４０２億６，３６８万５，９０２円、右

隣りＡ欄の翌年度への繰越額は１億４，１４０万 

１，８７０円である。 

 次に、各会計の概要を説明したい。 

 ２頁をお開き願いたい。 

この資料は、左から議案番号、会計の名称と決算額、そ

の右のＡ欄に翌年度への繰越額、Ｂ欄には歳入面での予算

額との差異を、Ｃ欄には歳出面での予算との差異を載せて

おり、主な理由を赤字で表記している。 

はじめに、議案第２号は一般会計の決算である。 
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 歳入は１５億９，７９８万２，７７６円、歳出は 

１５億６，８７５万８，５２８円で、差引残額は 

２，９２２万４，２４８円である。 

Ａ欄に付記しているが、この翌年度への繰越額が５年度

予算で繰越金として計上している額を上回ったため、後ほ

ど予算補正案をお諮りすることとしている。 

なお、他の会計においても同様に予算補正が必要な場合

は同じく付記をしている。 

決算状況の要点としては、Ｂ欄の歳入面で８款・県支出

金が大きく減額となっている。 

これは、県から委託を受けて急遽実施した「介護・障害

施設職員の処遇改善支援事業」に係る県からの受入金であ

り、歳出３款・事業費において介護事業所等への交付金を

通過経理したものであるため、歳入不足ではない。 

次に、議案第３号は、国保の医療費関係を経理する診療

報酬審査支払特別会計で、５つの勘定がある。 

まず運営費に係る業務勘定だが、歳入は９億９６８万 

９，５３６円、歳出は８億５，８７４万１，７８５円で、

差引残額は５，０９４万７，７５１円である。 

歳入面では、１款・手数料がコロナ禍の受診控えでレセ

プト件数を抑えて見込んでいたため、予算額に対し増額と

なった。 

７款・諸収入が大きく減額となっているが、これは国保

の被保険者が社保に移ったにもかかわらず、国保の保険証

のまま受診した場合や、またその逆の場合の医療費を保険

者間で相殺調整しているもので、歳出８款・諸支出金の不

用額と見合いである。 

歳出面では、４年度もまだコロナ禍の影響で、会議開催

費用を中心に不用額が多く発生している。 

 ３頁をお開き願いたい。 

国保に係る４つの支払勘定で、保険者から医療費を受け 

入れし、医療機関に支払う通過勘定である。 
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 まず、国保一般医療費分の支払勘定は、歳入は９１５億 

５，３１３万７，７５１円、歳出は９１５億５，２８９万

２，７６１円となった。 

差引残額の２４万４，９９０円は、県立の医療施設が翌

月支払となっていることによる繰越額である。 

 その下の公費負担医療支払勘定は、難病や乳幼児医療な

ど２０項目の公費医療を経理しているもので、歳入は 

３０億２，８２２万７，３０４円、歳出は３０億 

２，８１４万６，３７１円である。 

差引残額の８万９３３円は、国から概算交付されている

高齢者医療制度円滑運営臨時特例交付金で、４年度はこれ

に係る支払いが生じなかったため、５年度に繰越し全額を

国庫に返還する。 

 その下は出産育児一時金の支払勘定で、歳入歳出とも 

２億３，６８３万１，７０２円である。 

その下は国の風しん追加対策とコロナワクチンの住所地

外接種費用を経理している勘定で、歳入歳出とも２億 

９，１６０万２，１１６円である。 

続いて、議案第４号は退職手当積立金を複式会計で管理

している特別会計である。 

３年度末の保有額である予算現額２，５３９万 

４，０００円に対し、４年度末の保有額を示す歳入が 

２，３２４万２，７２５円と２１５万円減少している。 

これは、Ｂ欄の理由のとおり退職手当の支給額 

２，２１５万円と、他会計からの繰入れによる積み増し 

２，０００万円の差額である。 

差引残額の６４円は定期預金利息である。 

次に、議案第５号は国保新聞等特別会計である。 

市町村における参考図書等の共同購入費、業務端末リー

ス料、医療費通知の費用などを経理しており、歳入は 

８，９３２万８，０９１円、歳出は８，９３２万 

７，０９１円で、差引残額１，０００円は当期利益金であ 
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る。 

４頁をお開き願いたい。 

議案第６号は、第三者行為損害賠償求償事務共同処理事

業特別会計である。 

交通事故などによる医療費を損害保険会社や加害者から

求償し保険者に送金しているもので、４年度は２億 

９，３７５万２，３８５円を収納し、市町村等に送金して

いる。 

 次の議案第７号は、レセプト電算処理システム準備積立

金特別会計である。 

診療報酬改定に係るプログラム改修費に充てるため、国

が定めた負担金を市町村から受入し、国保中央会に特別分

担金として納入しているもので、歳入歳出とも３２８万 

４，７８４円である。 

 続いて議案第８号は、介護保険事業関係業務特別会計で

ある。 

 まず、業務勘定の歳入は２億５１７万４，８１９円、 

歳出は１億９，７１１万１，９４６円で、差引残額は 

８０６万２，８７３円である。 

歳入１款・手数料の減額は、介護事業所がインターネッ

ト請求する際に必要な電子証明書の発行手数料で、歳出１

款・事業費で同額を認証機関へ納付し通過経理しているも

ので、歳入不足となるものではない。 

 次に、介護保険に係る２つの支払勘定である。 

介護給付費の支払勘定は、歳入歳出とも１，３６２億 

６，５９５万３，３８３円、その下の介護保険に係る１２

項目の公費負担給付費は、歳入歳出とも１７億４７８万 

２，７１９円となった。 

 ５頁をお開き願いたい。 

議案第９号は、障害者総合支援法に関する特別会計であ

る。 

まず業務勘定の歳入は６，１２７万６，７１０円、歳出 
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は５，６９５万４，６９３円で、差引残額は４３２万 

２，０１７円である。 

歳入１款・手数料は、レセプト件数が予算積算を若干上

回り、４６万円の増となった。 

なお、電子証明書発行件数の減は介護保険分と同様の理

由である。 

 下の障害介護給付費の支払額は、歳入歳出とも 

３８１億４，９２４万３，２３２円、その下の１８歳未満

の障害児給付費の支払額は、歳入歳出ともに５９億 

８，７９５万９，０７３円で、毎年１０％程度ずつ伸び続

けている。 

次に、議案第１０号医師確保対策事業特別会計は、県と

市町村が拠出し実施している医師修学資金支援事業を経理

している。 

歳入は１億７，０１３万９，０４２円、歳出は１億 

５，４７３万１０７円で、差引残額は１，５４０万 

８，９３５円である。 

これは、歳出１款・事業費の留年等による修学生への支

援費の不用額と、契約解除者からの返還金によるものであ

り、この繰越額は５年度の市町村の負担金から減額算定さ

れている。 

６頁をお開き願いたい。 

議案第１１号は後期高齢者医療関係の特別会計である。 

まず、業務勘定であるが、歳入は８億８，２１７万 

９，９２５円、歳出は８億５，４６７万２，５３０円で、

差引残額は２，７５０万７，３９５円である。 

歳入の４款・受託事業収入の減は、後期高齢者医療広域

連合からの業務委託費で、歳出２款・事業費の支出と見合

いであるため、歳入不足ではない。 

その下は後期高齢者に関する医療費の支払勘定で、歳入

歳出とも１，５６９億９，２８９万９，６２０円である。 

もう一つ下の後期高齢者の公費負担医療の支払勘定は、 
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歳入歳出とも７億３，１２３万６，９１５円で、コロナの

入院医療費の影響により対前年度比５６．０％増と大きく

伸びている。 

 次に、７頁をお開き願いたい。 

議案第１２号は特定健診等事業特別会計である。 

 まず業務勘定の歳入は４，２１０万２，１２４円、歳出

は３，６５０万４６０円で、差引残額は５６０万 

１，６６４円である。 

歳入１款・手数料は、コロナによる受診控えを見込んで

低く抑えていたため、予算額に対しては２８７万円程の増

となったが、コロナ前の令和元年度のレベルには戻ってい

ない。 

 下の特定健診等費用支払勘定は、国保被保険者分の健診

費用で歳入歳出とも７億５，５０９万２，６８０円、その

下は、後期高齢者分の健診費用で、歳入歳出とも４億 

２，９９６万８，３６０円である。 

最後に、８頁の積立金の状況をご覧願いたい。 

 左側の表の下から２つ目の８番、合計額をご覧願いたい。 

積立金の種類ごとの各会計の合計である。 

４年度の出納閉鎖となる令和５年５月３１日現在の総保

有額は４億３，７１８万８，０００円で、前年度比１億 

６，７５６万９，０００円の増である。 

 これは、国保、介護、障害、健診と本会の全てのステム

が現在、国のクラウド･バイ･デフォルトの方針に沿って数

年に渡り大規模なシステム更改を行っているための積み増

しであり、事業運営積立金と退職手当積立金以外は令和８

年度までにほぼ全額をその経費に充当する。 

 右側には各積立金の目的、上限額、また、洗い替え方式

など定められたそれぞれの運用方法を一覧にしたので、参

考に願いたい。 

説明は以上である。 
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 事務局の説明に対して質疑を徴したところ全員異議なく、 

議案第２号から第１２号までの計１１件の議案は原案どお

り決定する旨宣した。 

次に、補正予算関係を一括ご審議願いたい。 

議案第１３号令和５年度一般会計補正予算の件から第 

１６号令和５年度医師確保対策事業特別会計補正予算の件

までの計４件について、事務局の説明を求めた。 

議案の２７３頁をお開き願いたい。 

議案第１３号は、令和５年度一般会計の補正予算第２号

である。 

事項別明細書で説明するため、２７６頁をご覧願いたい。 

補正内容については先ほどの決算説明でも申し上げたが、

４年度の決算剰余金が５年度予算で措置した繰越金を上回

ったため、その増額分５４６万７，０００円を歳入・繰越

金に追加し、同額を歳出・予備費に追加するものである。 

理由としては、被保険者数が急激に減少しており、令和

６年度においても保険者に負担いただいている一般負担金

の大幅な減収が予想されるため、その備えとしたいという

ものである。 

続いて、２７８頁をお開き願いたい。 

２件目は、議案第１４号診療報酬審査支払特別会計の補

正予算である。 

２８０頁の事項別明細書をお開き願いたい。 

当会計も４年度からの繰越金が増額となったため、その

増額分である２，２４５万７，０００円を歳入・繰越金に

追加し、同額を歳出５款・積立金の財政調整基金積立資産

に追加する。 

これは、被保険者数の減少とコロナによる受診控えの定

着でレセプト件数が大きく落ち込み、令和６年度の審査手

数料収入の大幅な減収が見込まれるため、それに備えるも

のである。 

 なお、この財政調整積立資産は翌年度に全額繰り入れる 
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議 長 

 

 

議 長 

 

奈 良 事 務 局 長 

 

ことを条件に、手数料収入の１０％を上限として国税庁に

認められているものである。 

３件目は、議案第１５号後期高齢者医療事業関係業務特 

別会計の補正予算である。 

２８４頁の事項別明細書をご覧願いたい。 

こちらも、前年度繰越金が増額となった１，０９５万 

７，０００円を歳入・繰越金に追加し、同額を歳出６款・

積立金の財政調整基金積立資産に追加する。 

理由としては、令和７年度に後期高齢者医療請求支払シ

ステムが国の方針に従い全国クラウド化されるが、本会に

おいても大規模な機器の更新が必要となるため、その備え

としたいというものである。 

続いて、２８６頁をお開き願いたい。 

４件目は、議案第１６号医師確保対策事業特別会計の補

正予算である。 

２８８頁をご覧願いたい。 

今年度の医師修学資金支援事業において４名から契約解

除の申し出があったため、解除者からの返還金１，７５４

万円を歳入３款・貸付金返還金に追加する。 

また、同額を歳出３款・返還金に追加し、県へ補助金を

返還する。 

なお、県補助金の返還額は、この内の１，１４９万円程

で、残りの約６００万円は６年度に繰越し、市町村負担金

に充当されるものである。 

説明は以上である。 

 事務局の説明に対して質疑を徴したところ全員異議なく、

議案第１３号から第１６号までの計４件の議案は原案どお 

り決定する旨宣した。 

 次に、議案第１７号役員選任の件について事務局の説明

を求めた。 

２９０頁をお開き願いたい。 

議案第１７号は、任期満了に伴う役員選任の件である。 
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議 長 

 

議 長 

 

長内事務局次長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

議 長 

 

瓜田総務課長補佐 

 

 

１の選任いただく役員は理事 1８名、監事３名で、２の

選任の方法にあるとおり、（１）県市長会及び県町村会並 

びに青森県から推薦のあった方々と、（２）の本会理事会

が推薦する学識経験者理事候補者を総会で選任することに

なっている。 

このたび、県市長会、県町村会等から右側の名簿のとお

り役員候補者をご推薦いただいたため、この方々を役員と

して選任いただきたいという主旨である。 

任期は本年７月１２日から令和７年７月１１日までの２

年間となる。 

 なお、本日選任いただければ当総会終了後、新理事によ

る理事会組織会を開催し、正・副理事長並びに常務理事を

互選いただくこととなる。 

説明は以上である。 

事務局の説明に対して質疑を徴したところ全員異議なく、

議案第１７号は原案どおり決定する旨宣した。 

次に、議案第１８号国保制度改善強化実行運動に関する

決議文の件について事務局の説明を求めた。 

事務局次長の長内から説明したい。 

議案の２９２頁、２９３頁をお開き願いたい。 

令和５年度の国保制度改善強化全国大会は、本年１１月

１３日に東京都で開催予定となっている。 

この全国大会を経て、実現を期する当面の懸案事項とし

て１２項目を掲げ当総会において決議し、本年度の実行運

動を展開するとの主旨を説明し決議文を朗読した。 

事務局の説明に対し質疑を徴したところ全員異議なく、

議案第１８号は原案どおり決定する旨宣した。 

 最後に、国保永年勤続者表彰について事務局の報告を求

めた。 

 ６月２７日開催の本会理事会において、顕彰日は新理事

長の任期開始となる７月１２日付とし、顕彰方法は例年同

様、当該市町村長からの伝達表彰としたことを告げ、受賞 
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議 長 

櫻 井 副 理 事 長 

瓜田総務課長補佐 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

者９名の氏名を朗読した。 

 全議案の議了を宣した。（とき：１４時３２分） 

閉会挨拶。（とき：１４時３３分） 

 総会日程の終了を告げた。（とき：１４時３４分） 
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回
通
常
総
会
・
理
事
長
職
務
代
行
者 

挨
拶 

 

と 

き 

令
和
５
年
７
月

10
日 

午
後
１
時

30
分 

 
 
 

と
こ
ろ 

ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ザ
ア
ラ
ス
カ
４
階
「
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
」 

 

理
事
長
が
欠
員
と
な
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
代
わ
っ
て
一
言
ご

挨
拶
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

皆
様
方
に
は
、
大
変
お
忙
し
い
中
を
ご
出
席
い
た
だ
き
、
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ご
案
内
の
よ
う
に
、
本
日
の
総
会
で
は
、
令
和
４
年
度
の
事
業
報

告
と
各
会
計
の
決
算
、
並
び
に
任
期
満
了
に
伴
う
役
員
の
選
任
等

を
ご
審
議
い
た
だ
く
こ
と
に
し
て
お
り
ま
す
。 

 

何
卒
、
慎
重
な
る
ご
審
議
の
う
え
、
し
か
る
べ
き
ご
承
認
、
ご
決

定
を
賜
わ
り
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

各
議
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
説
明
さ
れ
る
手
筈
に
な

っ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
機
会
に
、
私
か
ら
２
点
ご
報
告
申
し
上
げ

ま
す
。 

第
１
点
目
は
、
令
和
４
年
度
に
お
け
る
、
本
会
の
会
務
運
営
に
つ

い
て
で
あ
り
ま
す
。 

ま
ず
、
基
幹
業
務
と
い
た
し
ま
し
て
、
年
間
2500
億
円
を
超
え
る

国
保
及
び
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
、
並
び
に
、
1300
億
円
台
ま
で
増



加
し
た
介
護
給
付
費
を
は
じ
め
、
各
審
査
支
払
業
務
を
滞
り
な
く

実
施
い
た
し
ま
し
た
。 

ま
た
、
保
険
者
が
、
国
保
や
介
護
保
険
運
営
の
重
要
な
財
源
と
な

っ
て
い
る
、
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
交
付
金
を
、
多
く
獲
得
で
き
る
よ
う

に
、「
健
康
づ
く
り
事
業
」
や
「
介
護
予
防
事
業
」、「
保
険
税
・
収

納
率
の
向
上
策
」
な
ど
、
各
種
共
同
処
理
業
務
を
積
極
的
に
推
進
し
、

市
町
村
支
援
に
努
め
て
参
り
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
国
の
保
健
医
療
対
策
へ
の
協
力
の
一
環
と
し
て
、
コ
ロ

ナ
ワ
ク
チ
ン
の
「
住
所
地
外
接
種
」
の
費
用
決
済
や
、
介
護
・
障
害

施
設
職
員
の
「
処
遇
改
善
・
支
援
補
助
金
」
の
支
払
事
務
に
つ
き
ま

し
て
も
、
適
正
に
処
理
し
、
県
並
び
に
市
町
村
事
務
の
負
担
軽
減
に

取
り
組
ん
だ
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

次
に
、
第
２
点
目
は
、
本
県
の
国
保
財
政
の
状
況
に
つ
い
て
で
あ

り
ま
す
。 

本
日
の
配
付
資
料
で
あ
り
ま
す
「
国
保
財
政
等
の
状
況
」
に
よ
り

ま
す
と
、
財
政
運
営
の
都
道
府
県
化
に
伴
う
、
国
の
公
費
投
入
の
効

果
な
ど
も
あ
り
ま
し
て
、
４
年
連
続
で
全
市
町
村
が
黒
字
と
な
る

見
込
み
と
な
り
ま
し
た
。 

と
は
言
い
ま
し
て
も
、
市
町
村
を
個
々
に
見
ま
す
と
、
基
金
の
取

り
崩
し
で
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
懸
命
な
運
営
努
力
に



も
か
か
わ
ら
ず
、
ま
だ
ま
だ
厳
し
い
状
況
が
続
い
て
い
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

こ
の
よ
う
な
中
、
国
は
、
６
年
目
を
迎
え
た
新
し
い
国
保
制
度
の
、

最
大
の
目
的
で
あ
る
、「
保
険
税
の
統
一
化
」
を
加
速
さ
せ
る
こ
と

と
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
財
政
の
責
任
を
担
う
県
と
、
市
町
村
が
力

を
合
わ
せ
て
、
こ
の
課
題
を
乗
り
越
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

本
会
と
い
た
し
ま
し
て
も
、
こ
う
い
っ
た
状
況
を
踏
ま
え
、
国
保

事
業
等
の
安
定
運
営
を
図
る
た
め
、
引
き
続
き
市
町
村
支
援
に
、
積

極
的
に
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
皆
様
方
の
ご

支
援
、
ご
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
先
般
開
催
し
た
理
事
会
に
お
き
ま
し
て
、

永
年
に
わ
た
り
国
保
事
業
の
発
展
に
寄
与
さ
れ
、
そ
の
功
績
を
表

彰
す
る
方
々
を
決
定
し
て
お
り
ま
す
。 

後
程
、
ご
報
告
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
受
賞
さ
れ
た

方
々
の
、
こ
れ
ま
で
の
ご
努
力
に
、
改
め
て
感
謝
申
し
上
げ
ま
し
て
、

簡
単
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
開
会
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

本
日
は
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 


